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宮前 5T目北地区防災前混金規約

第 1寧総則

第 1条(名称}本会は、宮前5丁目北地区紡災防犯会と称する。

第2条{事務所}本会は、事務所を会長宅に置く。

第3条(目的}本会は、住民相互協カの理念に基づく自主的防災防犯活動を行うことにより地震その他の災

警による被害の防止および曜減ならびに防災防犯思想の普及およて廟災防犯機材の充実強化を図ること

を質的とする。

第4条{活動)本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

①防災防犯に関する知訟の普及および意織の高傷。

②災害およて賄罪の予訪ならびに防災防犯訓練の実施。

③防災防犯に要する機器材の備蓄および充実。

⑤会員相互の親躍による連帯意積の強化。

⑤災害待の情報伝達、初甥摘火、救出救護、避難誘導などの応急活動。

⑥その他本会の目的達成のために必要な活動。

第 2章会員

第 5条(構成)本会は、宮前5丁目北地区の地域内にある全世帯(事務所、事業所などを含む}をもって構

成する。

第6条(会員の種別)会員中個人所帯を一般会員とし、事務所、事業所などを賛助会員とする，

第 7条{協力費)会員の飽カ費は次のとおりとする。

一般会員年額 5ω円以上

賛助会員 同 500円以上

第 3掌役員

第8条(役員の齢本会に次の役員を置く。

理事若干 名 ( 内1名を会長、 2名を副会長、 2名を会計担当とする。)

監 事 2名

第 9条(役員の奪回役員l主総会で選挙し、その任期は1年とする。但し、事手伝を妨げなL、。なお、役員の

任期中に欠員を生じた場合でも理事5名、監事1名を下らないときは、その檎欠選挙を次の総会まで延期

することができる。

第10条(役付理事の恐佳)会長、副会長および会計担当理事は、理事会において理事の中からこれを選任

する。

第 11条{役員の径務)会長は本会を代表し、会務を統括する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合にはその職務を代行する。

理事は会長の指示を受けて会務の運営にあたる。

監事は本会の会務および経理を監査する。

第12条傭輯}理事会において、本会運営上特に主要があると認めた会員に顧筒を委場する。任期は理事

会で決めるe



第 4 章会費量

第 13条(総会)定期総会は会許年度終了後2ヶ月以内に開催する。臨時総会は種事会または監事において

必要と認めた時にこれを開催する。

総会l主会長が招集してその議長となる。総会の付議事項は次のとおりとする。
①規約の変更。

②防災妨犯計画の作成およて竣更。

③活動計風

④予算およt触算。

⑤その他総会が特iこ必要と認めた事項。

総会の議事は出席者の過半数をもってこれを決し、可否問数の場合は議長の決するところによる。

第 14条(理事会)理事会は会長が必要と認めた場合にこれを招集し、次の事項をこれに付議する。

①総会に提出すべき議案。

②役付理事の港位二

③その他理事会が特に必要と認めた事項。

第 5章資産及び会計

第 15条(会計年度)本会の会幹年度は、毎年4月113から翌年3月31日までとする。

第 16条(資産)本会の資産は、防災防犯機器材その他の動産または不動産とする。重要な資産の取得、管

理および処分については総会の決議を経なければならない。

第 17条(経費)本会の経費骨は、会員の協力費ならびに助成金その他杉並区役所からの交付金をもってこれ

を支弁する。

第 6章活動組織

第 18条{経鍛錬稜)本会の内部組織を次のとおり定める。

①運営委員会

本会の運営および第4条の活動を実践する。

運営委員会の実践組織、詳細は別に定める。

② プロック会

運営委員会の下にプロック会を置く。

活動をきめ細かく実銭するために、本会の地域を次の3つのプロックに分割し、プロァク会を置く。

Aブロック:宮前5了宮 16-19
Bブロック:宮前5丁目 20-23
Cプロック:宮前5丁目 24-26

また、プロック内に務組織を置く。

なお、各プロ yクにはプロック長を、涯には班長を、それぞれ会長が委嚇する。

第 7章付員百

第 19条(樹T期日)この規約は、平成23年12月8日からこれを施行する。

平成24年5月18S 第6章を改正し、即日施行e



" 

運営委員会

1.組織

宮前5丁目北地区防災防犯会(以下、本会という。)の運営委員会}立、役員およ工時プロックで推薦さ

れた運営委員で構成する。

運営委員会の組織は、次のとおりとする。

委員長{会長}

↓ 

副委員長(劉会長)

↓ 

プロァク長

経長、運営委員

2.活 動

運営委員会は、本会の運営および目的達成のため、次の活動を行う。

1)平常時

(1)本会の運営に必要な起案および立案

(幻本会規約第4条①、②、③、④に定める活動

Zぢ犯活動

防災訓練への参加

防災、防犯関連の講習会および講演会への参加

救命士資格取得の祷助

防災機器の維持管理

親健会、懇親会の繍催

防災施段配置図の作成

(3)関係機関、他地区防災会等への遼絡情報績の整備

2)災害時

災審時の救援活動は、次のどおりとする。

(1)本部設置

災害発生時に、自宅を開けることが可鐙な運営委員は「なかよし公優jに集まり、救援本部を設置

する。

委員長は、 2幹部長として副委員長以下の運営委員を指撮し、救援活動を行う。

(2)救援活動

救援活動は、次にあげるものとする。

鋳係機関、他地区防災会との情報連絡

会員への情報伝達

区の要請に基づく支援活動

救援活動期の機器、資材の準備

消火、救助などの応急活動

救援を要する会員への支援活動

給食、給水活動

その他、必要とする活動

以J


